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盛岡市内丸16番 1号

510,000,000           円

業に対する理解の向上や青年等就業の漁業に対する理解の向上や青年等漁業者の漁業経営及び漁家生活等
の改善向上を図るための自主的活動に対して支援を行い、もつて本県漁業・漁村の健全な発展に寄与す
る。 (定款第 3条)                 ・

本法人は、次の事業を行う。 (定款第 4
1)漁業担い手の確保に関する支援事業
2)新規漁業就業者等の育成に関する支援事業
3)青年等漁業者の経営等の改善向上に関する組織活動支援事業
4)地区における漁業担い手対策を総合的に推進するための協議会活動支援事業
5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

短期貸付金実績 (

( 円 )

貸借対照表■   ■| 1ヽ26年度 ■ ■2

流動資産 11,030 10,062 6,189

固定資産 560,575 631,158 610,810

資産合計 571,605 641,219 616,999

流動負債 2.891

固定負債 0

負債合計 2,891
Л
■

正味財産合計 568,714 641,140 616,592

負 { ]=ロ 十 571,605 641.219 616.999
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:流動資産合計/流動負債合

利子負債比率 (%)

独立採算度 (%)
(経常収益+経常外収益―補助

本経常利益率 (0/o)

⌒

Ⅱ 統括部署 (総務部)の総合評価

に基づく改革の進捗状況等について
当法人は、平成20年度までは類型 1に分類し、中期経営計画策定対象法人として運営評価を行ってきた

ところですが、県出資比率が50%未 満であつて、繰越欠損金が発生していないこと、県からの運営費補
助、運転資金としての短期貸付を受けていないこと、県職員派遣、県職員の代表者就任のいずれも行つて
いないことから、類型 2法人として簡易版による経営状況の把握を行うこととしたものです。

平成28年度決算においては、基本財産運用益が減少するなどしたことから、当期一1般 IE味財産は457千
円のマイナスとなつています。


